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国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 の 育 児 ・ 介 護 休 業 等 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表  

改    正    前 改    正    後 
国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休

業等に関する規程 

（平成１６年達示第８４号） 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就

業規則（平成１６年達示第７０号。以下「就業規則」

という。）第４６条第３項の規定に基づき、国立大

学法人京都大学（以下「大学」という。）に勤務する

教職員（以下「教職員」という。）の育児休業、育児

短時間勤務、育児部分休業、早出遅出勤務、介護休

業、介護部分休業、介護時間、時間外勤務の免除・

制限及び深夜勤務の制限に関し必要な事項を定め

ることを目的とする。 
（法令との関係） 

第２条 育児・介護休業等につき、この規則に定めの

ない事項については、育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

３年法律第７６号。以下「育児・介護休業法」とい

う。）、その他の関係法令及び諸規程の定めるとこ

ろによる。 
第２章 育児休業 

（育児休業） 
第３条 教職員は、当該教職員の３歳に満たない子

（特別養子縁組のための試験的な養育期間にある

子（監護期間中の子）及び養子縁組里親として委託

されている子等を含む。第３１条を除き、以下同

じ。）を養育するために、大学に申し出ることによ

り、当該子が３歳に達する日まで育児休業をするこ

とができる。ただし、当該子について、既に育児休

業（当該育児休業に係る子の出生の日から起算して

８週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前に当

該子が出生した場合にあっては当該出生の日から

当該出産予定日から起算して８週間を経過する日

の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した

場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日

から起算して８週間を経過する日の翌日までとす

る。）の期間内に、教職員（国立大学法人京都大学教

職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成１６年

達示第８３号。以下「勤務時間等規程」という。）第

２７条第６号に定める特別休暇を取得した者を除

く。）が当該子を養育するためにした最初の申出に

よる育児休業を除く。）をしたことがあるときは、

特別の事情がある場合を除き、当該申出をすること

ができない（任期又は期間を付して雇用される者が

育児休業をしている場合において、その任期又は期

間の終了後、任期又は期間の更新に伴い、その初日

から引き続き申し出る場合を除く。）。 
 

 
 
 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就

業規則（平成１６年達示第７０号。以下「就業規則」

という。）第４６条第３項の規定に基づき、国立大

学法人京都大学（以下「大学」という。）に勤務する

教職員（以下「教職員」という。）の育児休業、出生

時育児休業、育児短時間勤務、育児部分休業、早出

遅出勤務、介護休業、介護部分休業、介護時間、時

間外勤務の免除・制限及び深夜勤務の制限に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 
 （法令との関係） 
第２条 育児・介護休業等につき、この規程に定めの

ない事項については、育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

３年法律第７６号。以下「育児・介護休業法」とい

う。）、その他の関係法令及び諸規程の定めるとこ

ろによる。 
第２章 育児休業等 

（育児休業及び出生時育児休業） 
第３条 教職員は、当該教職員の３歳に満たない子

（特別養子縁組のための試験的な養育期間にある

子（監護期間中の子）及び養子縁組里親として委託

されている子等を含む。第３１条を除き、以下同

じ。）を養育するために、大学に申し出ることによ

り、当該子が３歳に達する日まで育児休業（次項に

規定する出生時育児休業を除く。以下この項におい

て同じ。）をすることができる。ただし、当該子につ

いて、既に２回の育児休業をしたことがあるとき

は、特別の事情がある場合を除き、当該申出をする

ことができない（任期又は期間を付して雇用される

者が育児休業をしている場合において、その任期又

は期間の終了後、任期又は期間の更新に伴い、その

初日から引き続き申し出る場合を除く。）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 教職員は、当該教職員の子について、大学に申し
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２ 前項で定める特別の事情がある場合は、次のと

おりとする。 
(1)～(3)   （略） 
(4) 育児休業の申出の際、両親が育児休業等によ

り子を養育するための計画について育児休業計

画書により大学に申し出た教職員が当該申出に

係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当

該教職員の育児休業申出に係る子の親である配

偶者(以下この章及び次章において「配偶者」と

いう。)が３月以上の期間にわたり当該子を常態

として養育したとき(この号の規定に該当したこ

とにより当該子について既に育児休業をしたこ

とがある場合を除く。)。 

(5) 配偶者（以下この章及び次章において「配偶

者」という。）が次のいずれかに該当したと

き。 
  イ～ニ        

(6)～(8)   

（育児休業の申出を拒むことができる教職員） 

第４条 前条第１項の規定にかかわらず、大学は、

育児・介護休業法第６条第１項ただし書の規定に

よる労使協定がある場合は、育児休業の申出があ

った日から起算して１年以内に退職することが明

らかな教職員からの申出は、これを拒むことがで

きる。 
 

 

 

 

 

 

 

出ることにより、当該子の出生の日から起算して８

週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該

子が出生した場合にあっては当該出生の日から当

該出産予定日から起算して８週間を経過する日の

翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場

合にあっては当該出産予定日から当該出生の日か

ら起算して８週間を経過する日の翌日までとす

る。）の期間内に、教職員（国立大学法人京都大学教

職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成１６年

達示第８３号。以下「勤務時間等規程」という。）第

２７条第６号に定める特別休暇を取得した者を除

く。）が当該子を養育するために出生時育児休業を

することができる。ただし、当該子について、既に

２回の出生時育児休業をしたことがあるときは、当

該申出をすることができない（任期又は期間を付し

て雇用される者が出生時育児休業をしている場合

において、その任期又は期間の終了後、任期又は期

間の更新に伴い、その初日から引き続き申し出る場

合を除く。）。 
３ 第１項で定める特別の事情がある場合は、次のと

おりとする。 
(1)～(3)    （同 左） 
(4) 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 当該教職員の育児休業申出に係る子の親であ

る配偶者(以下この章及び次章において「配偶

者」という。)が次のいずれかに該当したとき。 
  イ～ニ 

(6)～(8) 

（育児休業等の申出を拒むことができる教職員） 

第４条      （同 左） 

 
 
 
 
 
２ 前項の規定は教職員から出生時育児休業の申出

があった場合について準用する。この場合におい

て「前条第１項」とあるのは「前条第２項」と、

「育児・介護休業法第６条第１項ただし書」とあ

るのは「育児・介護休業法第９条の３第２項によ

り準用する同法第６条第１項ただし書」と、「１

（略） （同 左） 

http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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（育児休業の申出等） 

第５条 育児休業の申出は、育児休業をすることとす

る一の期間について、その初日（以下「育児休業開

始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了

予定日」という。）を明らかにして、当該育児休業開

始予定日の前日から起算して１月（当該子が１歳に

達している場合にあっては２週間。以下「１月等」

という。）前の日までに、育児休業申出書により行

うものとする。 

 

 

 

 

２ 大学は、前項の規定による育児休業の申出に係る

育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の

申出があった日の翌日から起算して１月等を経過

する日（以下この項において「１月等経過日」とい

う。）前の日であるときは、当該育児休業開始予定

日とされた日から当該１月等経過日までの間のい

ずれかの日を、育児休業開始予定日として指定する

ことができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、大学は当該育児休業の

申出があった日までに、次の各号の一に該当する事

情が生じた場合にあっては、育児休業開始予定日と

された日から育児休業申出があった日の翌日から

起算して１週間を経過する日までの間のいずれか

の日を育児休業開始予定日として指定することが

できる。 

 (1)～(2)    （略） 

 (3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に

係る子を養育することが困難になったとき。 

 (4)配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくな

ったとき。 

 (5)～(6)     （略） 

４ 大学は、育児休業の申出について、その事由を確

認する必要があると認めるときは、当該申出をした

教職員に対して、証明書類の提出を求めることがで

きる。 

（育児休業開始予定日の変更） 

第６条 育児休業の申出をした教職員が、育児休業開

始予定日とされた日（前条第２項又は第３項の規定

による大学の指定があった場合にあっては、当該大

学の指定した日。以下この条において同じ。）の前

日までに前条第３項の各号の一に該当する事情が

年」とあるのは「８週間」と読み替えるものとす

る。 
３ 前項に定めるもののほか、大学は、教職員からそ

の養育する子について出生時育児休業申出がなさ

れた後に、当該出生時育児休業申出をした日に養育

していた子についての当該教職員からの新たな出

生時育児休業申出は、これを拒むことができる。 
（育児休業等の申出等） 

第５条 育児休業及び出生時育児休業（以下「育児

休業等」という。）の申出は、育児休業等をするこ

ととする一の期間について、その初日（以下「育

児休業等開始予定日」という。）及び末日（以下

「育児休業等終了予定日」という。）を明らかにし

て、育児休業の申出をする場合にあっては当該育

児休業等開始予定日の前日から起算して１月（当

該子が１歳に達している場合は２週間）前の日ま

で、出生時育児休業の申出をする場合にあっては

２週間前の日まで（以下これらを「１月等」とい

う。）に、育児休業等申出書により行うものとす

る。 
２ 大学は、前項の規定による育児休業等の申出に

係る育児休業等開始予定日とされた日が当該育児

休業等の申出があった日の翌日から起算して１月

等を経過する日（以下この項において「１月等経

過日」という。）前の日であるときは、当該育児休

業等開始予定日とされた日から当該１月等経過日

までの間のいずれかの日を、育児休業等開始予定

日として指定することができる。 
３ 前項の規定にかかわらず、大学は当該育児休業

等の申出があった日までに、次の各号の一に該当

する事情が生じた場合にあっては、育児休業等開

始予定日とされた日から育児休業等申出があった

日の翌日から起算して１週間を経過する日までの

間のいずれかの日を育児休業等開始予定日として

指定することができる。 
 (1)～(2)     （同 左） 

 (3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業等申出

に係る子を養育することが困難になったとき。 

 (4) 配偶者が育児休業等申出に係る子と同居しな

くなったとき。 
 (5)～(6)    （同 左） 

４ 大学は、育児休業等の申出について、その事由

を確認する必要があると認めるときは、当該申出

をした教職員に対して、証明書類の提出を求める

ことができる。 
（育児休業等開始予定日の変更） 

第６条 育児休業等の申出をした教職員が、育児休

業等開始予定日とされた日（前条第２項又は第３

項の規定による大学の指定があった場合にあって

は、当該大学の指定した日。以下この条において

同じ。）の前日までに前条第３項の各号の一に該当
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生じた場合には、申し出ることにより、当該育児休

業申出に係る育児休業開始予定日を育児休業開始

予定日とされた日前の日に変更することができる。 

 

２ 前項の規定による変更後の育児休業開始予定日

とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日か

ら起算して１週間を経過する日前の日であるとき

は、大学は当該変更後の育児休業開始予定日とされ

た日から当該１週間を経過する日（１週間を経過す

る日が変更前の育児休業開始予定日とされた日後

の日であるときは、変更前の育児休業開始予定日と

された日）までのいずれかの日を育児休業開始予定

日として指定することができる。 

 

３ 第１項の規定による育児休業開始予定日とされ

た日の変更は１回に限るものとする。 

 

４ 前条第４項の規定は、育児休業開始予定日とされ

た日の変更の申出について準用する。 

（育児休業終了予定日の変更） 

第７条 育児休業の申出をした教職員が、育児休業終

了予定日の１月前の日までに申し出ることにより、

当該申出に係る育児休業終了予定日を育児休業終

了予定日とされた日後の日に変更することができ

る。 

２ 前項の規定による育児休業終了予定日とされた

日の変更は特別な事情がある場合を除き、１回に限

るものとする。 

 

３ 前項で定める特別な事情がある場合は、配偶者が

負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居し

たこと、育児休業に係る子について保育所等におけ

る保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当

面その実施が行われないことその他の育児休業終

了予定日の変更の申出時に予測することができな

かった事実が生じたことにより当該育児休業に係

る子について、育児休業終了予定日とされた日（第

１項の規定により育児休業終了予定日が変更され

た場合にあってはその変更後の育児休業終了予定

日とされた日。次項において同じ。）の変更をしな

ければ、養育に著しい支障が生じる場合とする。 

 

第７条の２ 育児休業の申出をした教職員が、その希

望する変更後の育児休業終了予定日の１月前の日

までに申し出た場合であって、大学が適当と認める

ときは、当該申出に係る育児休業終了予定日を育児

休業終了予定日とされた日前の日に変更すること

ができる。 

第７条の３ 第５条第４項の規定は、前２条の規定に

よる育児休業終了予定日とされた日の変更の申出

について準用する。 

する事情が生じた場合には、申し出ることによ

り、当該育児休業等申出に係る育児休業等開始予

定日を育児休業等開始予定日とされた日前の日に

変更することができる。 
２ 前項の規定による変更後の育児休業等開始予定

日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日

から起算して１週間を経過する日前の日であると

きは、大学は当該変更後の育児休業等開始予定日

とされた日から当該１週間を経過する日（１週間

を経過する日が変更前の育児休業等開始予定日と

された日後の日であるときは、変更前の育児休業

等開始予定日とされた日）までのいずれかの日を

育児休業等開始予定日として指定することができ

る。 
３ 第１項の規定による育児休業等開始予定日とさ

れた日の変更は育児休業又は出生時育児休業それ

ぞれ１回に限るものとする。 
４ 前条第４項の規定は、育児休業等開始予定日と

された日の変更の申出について準用する。 
（育児休業等終了予定日の変更） 

第７条 育児休業等の申出をした教職員が、育児休

業等終了予定日の１月等前の日までに申し出るこ

とにより、当該申出に係る育児休業等終了予定日

を育児休業等終了予定日とされた日後の日に変更

することができる。 
２ 前項の規定による育児休業等終了予定日（出生

時育児休業を除く。）とされた日の変更は特別な事

情がある場合を除き、休業１回につき１回に限る

ものとする。 
３ 前項で定める特別な事情がある場合は、配偶者が

負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居し

たこと、育児休業等に係る子について保育所等にお

ける保育の利用を希望し、申込みを行っているが、

当面その実施が行われないことその他の育児休業

等終了予定日の変更の申出時に予測することがで

きなかった事実が生じたことにより当該育児休業

等に係る子について、育児休業等終了予定日とされ

た日（第１項の規定により育児休業等終了予定日が

変更された場合にあってはその変更後の育児休業

等終了予定日とされた日。次項において同じ。）の

変更をしなければ、養育に著しい支障が生じる場合

とする。 
第７条の２ 育児休業等の申出をした教職員が、そ

の希望する変更後の育児休業等終了予定日の１月

前の日までに申し出た場合であって、大学が適当

と認めるときは、当該申出に係る育児休業等終了

予定日を育児休業等終了予定日とされた日前の日

に変更することができる。 
第７条の３ 第５条第４項の規定は、前２条の規定に

よる育児休業等終了予定日とされた日の変更の申

出について準用する。 
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（育児休業の申出の撤回等） 
第８条 育児休業の申出をした教職員は、育児休業開

始予定日とされた日（第５条第２項、同条第３項又

は第６条第２項の規定による大学の指定があった

場合にあっては、当該大学の指定した日、第６条第

１項の規定により育児休業開始予定日が変更され

た場合にあっては、当該変更後の育児休業開始予定

日とされた日。第３項及び次条において同じ。）の

前日までに所定の申出書を大学に提出することに

より、育児休業の申出を撤回することができる。 
 
２ 前項により育児休業の申出を撤回した場合、当該

育児休業の申出に係る子については、次の各号の一

に該当する場合を除き、第３条第１項の規定にかか

わらず、育児休業の申出をすることができない。 
 (1) （略） 

 (2) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上

の障害により育児休業申出に係る子を養育する

ことが困難な状態になったとき。 
 (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児

休業申出に係る子と同居しなくなったとき。 
 (4) （略） 

 (5) その他育児休業の撤回時に予測することがで

きなかった事実が生じたことにより当該育児休

業に係る子について、育児休業をしなければその

養育に著しい支障を生じるとき。 
３ 育児休業の申出がなされた後、育児休業開始予定

日とされた日の前日までに、次の各号の一に該当す

る場合には、当該育児休業の申出は、されなかった

ものとみなす。この場合において教職員は、大学に

対して当該事由が生じた旨を遅滞なく届出しなけ

ればならない。 
 (1) 育児休業申出に係る子が死亡したとき。 
 (2) 育児休業申出に係る子が養子である場合にお

ける離縁又は養子縁組の取消があったとき。 
 (3) 育児休業申出に係る子が養子となったことそ

の他の事情により当該育児休業申出をした教職

員と当該子とが同居しないこととなったとき。 
 
 (4) 育児休業申出に係る子が特別養子縁組の不成

立等により、第３条第１項に定める子に該当しな

くなったとき。 
 (5) 育児休業申出をした教職員が、負傷、疾病又は

身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休

業申出に係る子が３歳に達するまでの間、当該子

を養育することができない状態になったとき。 
 
 
 
 （育児休業期間） 
第９条 育児休業を申し出た教職員が、育児休業をす

（育児休業等の申出の撤回等） 
第８条 育児休業等の申出をした教職員は、育児休業

等開始予定日とされた日（第５条第２項、同条第３

項又は第６条第２項の規定による大学の指定があ

った場合にあっては、当該大学の指定した日、第６

条第１項の規定により育児休業等開始予定日が変

更された場合にあっては、当該変更後の育児休業等

開始予定日とされた日。第３項及び次条において同

じ。）の前日までに所定の申出書を大学に提出する

ことにより、育児休業等の申出を撤回することがで

きる。 
２ 前項により育児休業等の申出を撤回した教職員

は、第３条第１項及び第２項の適用については、

次の各号の一に該当する場合を除き、当該申出に

係る育児休業をしたものとみなす。 
 (1) （同 左） 

 (2) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神

上の障害により育児休業等申出に係る子を養育

することが困難な状態になったとき。 
 (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児

休業等申出に係る子と同居しなくなったとき。 
 (4) （同 左） 

 (5) その他育児休業等の撤回時に予測することが

できなかった事実が生じたことにより当該育児

休業等に係る子について、育児休業等をしなけ

ればその養育に著しい支障を生じるとき。 
３ 育児休業等の申出がなされた後、育児休業等開

始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一

に該当する場合には、当該育児休業等の申出は、

されなかったものとみなす。この場合において教

職員は、大学に対して当該事由が生じた旨を遅滞

なく届出しなければならない。 
 (1) 育児休業等申出に係る子が死亡したとき。 
 (2) 育児休業等申出に係る子が養子である場合に

おける離縁又は養子縁組の取消があったとき。 
 (3) 育児休業等申出に係る子が養子となったこと

その他の事情により当該育児休業等申出をした

教職員と当該子とが同居しないこととなったと

き。 
 (4) 育児休業等申出に係る子が特別養子縁組の不

成立等により、第３条第１項に定める子に該当

しなくなったとき。 
 (5) 育児休業等申出をした教職員が、負傷、疾病

又は身体上若しくは精神上の障害により、当該

育児休業等申出に係る子が３歳に達するまでの

間（出生時育児休業にあっては当該育児休業等

申出に係る子の出生日から起算して８週間を経

過する日の翌日までの間）、当該子を養育するこ

とができない状態になったとき。 
（育児休業等期間）              

第９条 育児休業等を申し出た教職員が、育児休業 
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ることができる期間（以下「育児休業期間」という。）

は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終

了予定日とされた日（第７条第１項の規定により変

更された場合にあってはその変更後の育児休業終

了予定日とされた日）までの間とする。 
 
 （育児休業期間の終了等） 
第１０条 育児休業期間は、次の各号の一に該当する

場合には、前条の規定にかかわらず、当該事情が生

じた日（第３号及び第５号に掲げる事情が生じた場

合にあってはその前日）に終了する。 
 (1) （略） 

 (2) 育児休業申出に係る子が３歳に達したとき。 
 

 

 

 

 

 (3) 育児休業をしている教職員について産前の休

暇又は産後の休暇が開始されたとき。 
 (4) 育児休業をしている教職員について当該育児

休業に係る子以外の子について育児休業が開始

されたとき。 
 (5) 育児休業をしている教職員について新たに第

３１条の規定による介護休業が開始されたとき。 
 
２ 育児休業をしている教職員は、第８条第３項各号

に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なくその旨を

大学に届出しなければならない。 
３ （略） 

（育児休業をしている教職員の身分） 
第１１条 育児休業をしている教職員は、教職員とし

ての身分を保有するが、職務に従事しない。 
（育児休業をしている教職員の給与） 

第１２条 育児休業をしている期間については、給与

を支給しない。 
２ 国立大学法人京都大学教職員給与規程（平成１６

年達示第８０号。以下「給与規程」という。）第２８

条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業

をしている教職員のうち、基準日以前６箇月以内の

期間において勤務した期間（これに相当する期間を

含む。）がある教職員には、前項の規定にかかわら

ず、当該基準日に係る期末手当を支給する。 
３ 給与規程第３１条第１項に規定するそれぞれの

基準日に育児休業をしている教職員のうち、基準日

以前６箇月以内の期間において勤務した期間があ

る教職員には、第１項の規定にかかわらず、当該基

準日に係る勤勉手当を支給する。 
４ 給与規程第３２条第１項に規定するそれぞれの

基準日に育児休業をしている教職員のうち、基準日

以前６箇月以内の期間において勤務した期間（これ

等をすることができる期間（以下「育児休業等期

間」という。）は、育児休業等開始予定日とされた

日から育児休業等終了予定日とされた日（第７条

第１項の規定により変更された場合にあってはそ

の変更後の育児休業等終了予定日とされた日）ま

での間とする。 
（育児休業等期間の終了等） 

第１０条 育児休業等期間は、次の各号の一に該当

する場合には、前条の規定にかかわらず、当該事

情が生じた日（第３号及び第５号に掲げる事情が

生じた場合にあってはその前日）に終了する。  
 (1) （同 左） 

 (2) 育児休業等申出に係る子が３歳に達したとき

（出生時育児休業に係る育児休業等申出にあっ

ては、育児休業等申出に係る子の出生の日の翌

日（出産予定日前に当該子が出生した場合にあ

っては、当該出産予定日の翌日）から起算して

８週間を経過したとき。）。 
 (3) 育児休業等をしている教職員について産前の

休暇又は産後の休暇が開始されたとき。 
 (4) 育児休業等をしている教職員について当該育

児休業等に係る子以外の子について新たに育児

休業等が開始されたとき。 
 (5) 育児休業等をしている教職員について新たに

第３１条の規定による介護休業が開始されたと

き。 
２ 育児休業等をしている教職員は、第８条第３項

各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なくそ

の旨を大学に届出しなければならない。 
３ （同 左） 
（育児休業等をしている教職員の身分） 

第１１条 育児休業等をしている教職員は、教職員

としての身分を保有するが、職務に従事しない。 
（育児休業等をしている教職員の給与） 

第１２条 育児休業等をしている期間については、

給与を支給しない。 
２ 国立大学法人京都大学教職員給与規程（平成１６

年達示第８０号。以下「給与規程」という。）第２８

条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業等

をしている教職員のうち、基準日以前６箇月以内の

期間において勤務した期間（これに相当する期間を

含む。）がある教職員には、前項の規定にかかわら

ず、当該基準日に係る期末手当を支給する。 
３ 給与規程第３１条第１項に規定するそれぞれの

基準日に育児休業等をしている教職員のうち、基

準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間

がある教職員には、第１項の規定にかかわらず、

当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 
４ 給与規程第３２条第１項に規定するそれぞれの

基準日に育児休業等をしている教職員のうち、基

準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間
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に相当する期間を含む。）がある教職員には、第１

項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末特別

手当を支給する。 
５ 国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程（平成

２６年達示第５６号。以下「年俸制教員給与規程」

という。）第５条第１項に規定するそれぞれの基準

日に育児休業をしている教職員のうち、基準日以前

６箇月以内の期間において勤務した期間がある教

職員には、第１項の規定にかかわらず、当該基準日

に係る業績一時金を支給する。 
（職務復帰後における給与等の取扱い） 

第１３条 育児休業をしていた教職員が職務に復帰

した場合には、国立大学法人京都大学教職員の初任

給、昇格、昇給等の基準に関する細則（平成１６年

４月１日総長裁定）第３５条の規定によりその者の

号俸を調整することができる。 
（育児休業に伴う任期付教職員の採用） 

第１４条 大学は、第３条第１項又は第７条第１項の

規定により申出があった場合において、当該育児休

業期間について教職員の配置換その他の方法によ

って当該申出をした教職員の業務を処理すること

が困難であると認めるときは、当該業務を処理する

ため、育児休業期間を任用の期間（以下この条にお

いて「任期」という。）の限度として行う任期を定め

た採用を行うものとする。 
 
１～７ （略） 
８ 前項に定めるもののほか、育児休業代替者は、そ

の養育する１歳から１歳６ヶ月に達するまでの子

について、育児休業代替者又はその配偶者が、当該

子の１歳到達日において育児休業をしている場合

で次の各号のいずれかに該当する場合は、大学に申

し出ることにより、育児休業をすることができる。

ただし、その配偶者が当該子の１歳到達日において

育児休業をしているものにあっては、第１０項第１

号及び第２号に該当しないものに限り、当該申出を

することができる。この場合において、前項の規定

による準用後の第５条、第７条、第７条の２、第８

条及び第１０条の規定の適用に当たっては、第５条

第１項の規定中「１月（当該子が１歳に達している

場合にあっては２週間。以下「１月等」という。）」

及び同条第２項の規定中「１月等」並びに第７条第

１項及び第７条の２の規定中「１月」とあるのは「２

週間」と、第８条第３項及び第１０条第１項の規定

中「３歳」とあるのは「１歳６ヶ月」と読み替える

ものとする。 
 
 
 
 
 

（これに相当する期間を含む。）がある教職員に

は、第１項の規定にかかわらず、当該基準日に係

る期末特別手当を支給する。 
５ 国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程（平

成２６年達示第５６号。以下「年俸制教員給与規

程」という。）第５条第１項に規定するそれぞれの

基準日に育児休業等をしている教職員のうち、基

準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間

がある教職員には、第１項の規定にかかわらず、

当該基準日に係る業績一時金を支給する。 
（職務復帰後における給与等の取扱い） 

第１３条 育児休業等をしていた教職員が職務に復

帰した場合には、国立大学法人京都大学教職員の

初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則（平成

１６年４月１日総長裁定）第３５条の規定により

その者の号俸を調整することができる。 
（育児休業に伴う任期付教職員の採用）  

第１４条 大学は、第３条第１項又は第７条第１項

（育児休業に限る。）の規定により申出があった場

合において、当該育児休業期間について教職員の

配置換その他の方法によって当該申出をした教職

員の業務を処理することが困難であると認めると

きは、当該業務を処理するため、育児休業期間を

任用の期間（以下この条において「任期」とい

う。）の限度として行う任期を定めた採用を行うも

のとする。 
１～７     （同 左） 

８ 前項に定めるもののほか、育児休業代替者は、そ

の養育する１歳から１歳６ヶ月に達するまでの子

について、育児休業代替者又はその配偶者が、当該

子の１歳到達日において育児休業をしている場合

で次の各号のいずれかに該当する場合は、大学に申

し出ることにより、育児休業をすることができる。

ただし、その配偶者が当該子の１歳到達日において

育児休業をしているものにあっては、第１０項第１

号及び第２号に該当しないものに限り、当該申出を

することができる。この場合において、前項の規定

による準用後の第５条、第７条、第７条の２、第８

条及び第１０条の規定の適用に当たっては、第５条

第１項の規定中「育児休業の申出をする場合にあっ

ては当該育児休業等開始予定日の前日から起算し

て１月（当該子が１歳に達している場合は２週間）

前の日まで、出生時育児休業の申出をする場合にあ

っては２週間前の日まで（以下これらを「１月等」

という。）」とあるのは「当該育児休業等開始予定

日の前日から起算して２週間前の日まで」と、同条

第２項の規定中「１月等」並びに第７条第１項及び

第７条の２の規定中「１月」とあるのは「２週間」

と、第８条第３項及び第１０条第１項の規定中「３

歳」とあるのは「１歳６ヶ月」と読み替えるものと

する。 
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(1)・(2)      （略） 
９ 前２項に定めるもののほか、育児休業代替者は、

その養育する１歳６ヶ月から２歳に達するまでの

子について、育児休業代替者又はその配偶者が、当

該子が１歳６ヶ月に達する日において育児休業を

している場合で前項各号のいずれかに該当する場

合は、大学に申し出ることにより、育児休業をする

ことができる。この場合において、前項各号の規定

の適用に当たっては、同号中「１歳」とあるのは「１

歳６ヶ月」と、第７項の規定による準用後の第５条、

第７条、第７条の２、第８条及び第１０条の規定の

適用に当たっては、第５条第１項の規定中「１月（当

該子が１歳に達している場合にあっては２週間。以

下「１月等」という。）」及び同条第２項の規定中「１

月等」並びに第７条第１項及び第７条の２の規定中

「１月」とあるのは「２週間」と、第８条第３項及

び第１０条第１項の規定中「３歳」とあるのは「２

歳」と読み替えるものとする。 
 
 
 
 
 
１０      （略） 
（中 略） 

 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して 1
年を経過しない場合に育児短時間勤務をすること

ができる特別の事情） 
第１４条の４ 
(1)～(5)     

 (6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したこと

により当該育児短時間勤務に係る子について既

にしたものを除く。）の終了後、当該育児短時間

勤務をした教職員の配偶者（当該子の親であるも

のに限る。）が３月以上の期間にわたり当該子を

育児休業その他の大学が定める方法により養育

したこと（当該教職員が、当該育児短時間勤務の

申出の際両親が当該方法により当該子を養育す

るための計画について育児休業等計画書により

大学に申し出た場合に限る。）。 

 (7)         （略） 

（中 略） 
第２０条の６ 
(1)～(3)     

 (4) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業が開始されたとき。 
 (5) 

２・３ 
（中 略） 

第２０条の１０ 
(1)～(3)     

(1)・(2)    （同 左） 

９ 前２項に定めるもののほか、育児休業代替者は、

その養育する１歳６ヶ月から２歳に達するまでの

子について、育児休業代替者又はその配偶者が、当

該子が１歳６ヶ月に達する日において育児休業を

している場合で前項各号のいずれかに該当する場

合は、大学に申し出ることにより、育児休業をする

ことができる。この場合において、前項各号の規定

の適用に当たっては、同号中「１歳」とあるのは「１

歳６ヶ月」と、第７項の規定による準用後の第５条、

第７条、第７条の２、第８条及び第１０条の規定の

適用に当たっては、第５条第１項の規定中「育児休

業の申出をする場合にあっては当該育児休業等開

始日から起算して１月（当該子が１歳に達している

場合は２週間。）前の日まで、出生時育児休業の申

出をする場合にあっては２週間前の日まで（以下こ

れらを「１月等」という。）」とあるのは「当該育

児休業等開始予定日の前日から起算して２週間前

の日まで」と、同条第２項の規定中「１月等」並び

に第７条第１項及び第７条の２の規定中「１月」と

あるのは「２週間」と、第８条第３項及び第１０条

第１項の規定中「３歳」とあるのは「２歳」と読み

替えるものとする。 

１０      （略） 
 
 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して 1
年を経過しない場合に育児短時間勤務をすること

ができる特別の事情） 
第１４条の４ 
(1)～(5)     

 (6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したこと

により当該育児短時間勤務に係る子について既

にしたものを除く。）の終了後、当該育児短時間

勤務をした教職員の配偶者（当該子の親であるも

のに限る。）が３月以上の期間にわたり当該子を

育児休業その他の大学が定める方法により養育

したこと（当該教職員が、当該育児短時間勤務の

申出の際両親が当該方法により当該子を養育す

るための計画について育児短時間勤務計画書に

より大学に申し出た場合に限る。）。 

(7)     （同 左） 

 
第２０条の６ 
(1)～(3)     

 (4) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業等が開始されたとき。 
 (5)   
２・３       
 
第２０条の１０ 
(1)～(3)     

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 
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 (4) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業が開始されたとき。 
 (5) （略） 

２・３ （略） 
（中 略） 

第２５条 
(1)～(3)     

 (4) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業が開始されたとき。 
 (5)  

２・３ 
（中 略） 

第３０条 
(1)～(3)     

 (4) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業が開始されたとき。 
 (5)  

２・３ 
（中 略） 
（介護休業期間の終了等） 

第３６条 
(1)～(3)     

 (4) 介護休業をしている教職員について新たに第

３条の規定による育児休業が開始されたとき。 
 (5)～(7)  

２・３ 

（中 略） 
第４３条の９ 
(1)・(2)     

 (3) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業が開始されたとき。 
 (4)  

２・３ 

（中 略） 
第４３条の１３ 
(1)・(2)     

 (3) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業が開始されたとき。 
 (4)  
２・３ 
（中 略） 

第４７条 
(1)・(2)     

 (3) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業が開始されたとき。 
 (4) 

２・３ 
（中 略） 

第５２条 
(1)・(2)     

 (3) 請求を行った教職員について新たに第３条の

 (4) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業等が開始されたとき。 
 (5)        （同 左） 
２・３       （同 左） 
 
第２５条 
(1)～(3)     

 (4) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業等が開始されたとき。 
 (5)  
２・３ 
 
第３０条 
(1)～(3)     

 (4) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業等が開始されたとき。 
 (5)  
２・３ 
 
 （介護休業期間の終了等） 
第３６条 
(1)～(3)     

 (4) 介護休業をしている教職員について新たに第

３条の規定による育児休業等が開始されたとき。 
 (5) ～(7)  

２・３ 

 
第４３条の９ 
(1)・(2)     

 (3) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業等が開始されたとき。 
 (4)   

２・３ 

 
第４３条の１３ 
(1)・(2)     

 (3) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業等が開始されたとき。 
 (4) 
２・３ 
 
第４７条 
(1)・(2)     

 (3) 請求を行った教職員について新たに第３条の

規定による育児休業等が開始されたとき。 
 (4)  

２・３ 
 
第５２条 
(1)・(2)     

 (3) 請求を行った教職員について新たに第３条の

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 
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規定による育児休業が開始されたとき。

(4) 

２・３

（後 略） 

国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休

暇等に関する規程 

（平成１６年達示第８３号） 

（前 略） 

（特別休暇の事由及び期間） 

第２７条 教職員が、次の各号の一に該当する場合

には、特別休暇を与えることがある。 

(1)～(8)  （略） 

(9) 教職員の妻が出産する場合であってその出産

予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１

４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過

する日までの期間にある場合において、当該出産

に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの

子（妻の子を含む。）を養育する教職員が、これ

らの子の養育のため勤務しないことが相当であ

ると認められるとき 当該期間内における５日

の範囲内の期間

(10)～(20) （略）

（後 略） 

規定による育児休業等が開始されたとき。

(4) 

（特別休暇の事由及び期間） 

第２７条  

 （同 左） 

(1)～(8) 

(9) 教職員の妻が出産する場合であってその出産

予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１

４週間）前の日から当該出産の日後１年を経過す

る日までの期間にある場合において、当該出産に

係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子

（妻の子を含む。）を養育する教職員が、これら

の子の養育のため勤務しないことが相当である

と認められるとき 当該期間内における５日の

範囲内の期間

(10)～(20)  （同 左）

 附 則（令和４年達示第７７号） 抄

（施行期日）

１ この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 
（経過措置）

３ 令和３年１０月２日以降に配偶者が出産した教

職員であって、改正前の国立大学法人京都大学教職

（略） （同 左）
２・３

 附 則（令和４年達示第７７号） 抄

（施行期日）

１ この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 
（経過措置）

２ この規程の施行日前に開始した育児休業（当該育 

　児休業に係る子の出生の日から起算して８週間を

　経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該子が出

　生した場合にあっては当該出生の日から当該出産

　予定日から起算して８週間を経過する日の翌日ま

　でとし、出産予定日後に当該子が出生した場合に

　あっては当該出産予定日から当該出生の日から起

　算して８週間を経過する日の翌日までとする。）の

　期間内に、教職員（国立大学法人京都大学教職員

　の勤務時間、休暇等に関する規程（平成１６年達示

　第８３号）第２７条第６号に定める特別休暇を取得

　した者を除く。）が当該子を養育するためにした最

　初の申出による育児休業を除く。）の改正後の国

　立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関

　する規程第３条第１項及び第２項の規定の適用につ

　いては、同条第２項の規定による申出によりした同

　項に規定する出生時育児休業とみなす。
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国立大学法人京都大学教職員退職手当規程 

（平成１６年達示第８９号） 

（前 略） 

（退職手当の調整額）

第７条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額

は、その者の基礎在職期間（第５条の２第２項（第

８条の２及び第８条の３の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）に規定する基礎在職期間を

いう。第１３条及び第１７条を除き、以下同じ。）の

初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日

の属する月までの各月（就業規則第１５条の規定に

よる休職（業務上の傷病又は通勤による傷病による

休職を除く。）、同規則第４８条第３号の規定による

停職、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休

業等に関する規程（平成１６年達示第８４号）第３

条第１項の規定による育児休業（以下「育児休業」

という。）、同規程第１４条の２第１項の規定による

育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」という。）、

国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業に

関する規程（平成２０年達示第７７号）第２条第４

項の規定による自己啓発等休業（以下「自己啓発等

休業」という。）又は国立大学法人京都大学教職員

の配偶者同行休業に関する規程（平成２７年達示第

２４号）第２条第３項の規定による配偶者同行休業

（以下「配偶者同行休業」という。）により現実に職

務をとることを要しない期間のある月（現実に職務

をとることを要する日のあった月を除く。以下「休

職月等」という。）のうちその者が属していた次の

各号に掲げる教職員の区分（以下「教職員の区分」

という。）が同一である休職月等がある休職月等に

あっては教職員の区分が同一である休職月等ごと

にそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてそ

の月数の２分の１（育児休業をした期間（当該育児

休業に係る子が１歳に達した日の属する月までの

期間に限る。）又は育児短時間勤務をした期間につ

いては、３分の１）に相当する数（当該相当する数

に１未満の端数があるときは、これを切り上げた

数）になるまでにある休職月等（就業規則第１５条

第１項第４号の規定による専従休職（以下「専従休

職」という。）をした期間、自己啓発等休業（教職員

としての職務に特に有用であると認められるもの

を除く。）をした期間、配偶者同行休業をした期間

又は就業規則第１６条第１項の規定による休職期

間（同条第２項の規定により休職期間を通算する場

合にあっては、通算された休職の期間）が３年を超

員の勤務時間、休暇等に関する規程第２７条第９号

に定める特別休暇の残日数があるものは、当該出産

の日以後１年を経過する日までの期間における当

該残日数の範囲内の期間に限り、当該特別休暇を取

得することができるものとする。

 （退職手当の調整額）

第７条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額

は、その者の基礎在職期間（第５条の２第２項（第

８条の２及び第８条の３の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）に規定する基礎在職期間を

いう。第１３条及び第１７条を除き、以下同じ。）の

初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日

の属する月までの各月（就業規則第１５条の規定に

よる休職（業務上の傷病又は通勤による傷病による

休職を除く。）、同規則第４８条第３号の規定による

停職、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休

業等に関する規程（平成１６年達示第８４号）第３

条第１項の規定による育児休業及び出生時育児休

業（以下「育児休業等」という。）、同規程第１４条

の２第１項の規定による育児短時間勤務（以下「育

児短時間勤務」という。）、国立大学法人京都大学教

職員の自己啓発等休業に関する規程（平成２０年達

示第７７号）第２条第４項の規定による自己啓発等

休業（以下「自己啓発等休業」という。）又は国立大

学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する

規程（平成２７年達示第２４号）第２条第３項の規

定による配偶者同行休業（以下「配偶者同行休業」

という。）により現実に職務をとることを要しない

期間のある月（現実に職務をとることを要する日の

あった月を除く。以下「休職月等」という。）のうち

その者が属していた次の各号に掲げる教職員の区

分（以下「教職員の区分」という。）が同一である休

職月等がある休職月等にあっては教職員の区分が

同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職

月等から順次に数えてその月数の２分の１（育児休

業等をした期間（当該育児休業等に係る子が１歳に

達した日の属する月までの期間に限る。）又は育児

短時間勤務をした期間については、３分の１）に相

当する数（当該相当する数に１未満の端数があると

きは、これを切り上げた数）になるまでにある休職

月等（就業規則第１５条第１項第４号の規定による

専従休職（以下「専従休職」という。）をした期間、

自己啓発等休業（教職員としての職務に特に有用で

あると認められるものを除く。）をした期間、配偶

者同行休業をした期間又は就業規則第１６条第１

項の規定による休職期間（同条第２項の規定により

休職期間を通算する場合にあっては、通算された休
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える場合は、３年を超える日以後の期間の休職月

等）、退職した者が属していた教職員の区分が同一

である休職月等がない休職月等にあっては、当該休

職月等を除く。）ごとに当該各月に教職員の区分に

応じて当該各号に定める額（以下「調整月額」とい

う。）のうちその額が最も多いものから順次その順

位を付し、その第１順位から第６０順位までの調整

月額（当該各月の月数が６０月に満たない場合に

は、当該各月の調整月額）を合計した額とする。

（1）～(11)  

２～５ 
（中 略）

（勤続期間の計算）

第８条

２・３

４ 前３項の規定による在職期間のうち、休職月等が

１以上あったときは、その月数の２分の１（育児休

業をした期間（当該育児休業に係る子が１歳に達し

た日の属する月までの期間に限る。）又は育児短時

間勤務をした期間については、３分の１）に相当す

る月数（専従休職をした期間、自己啓発等休業（教

職員としての職務に特に有用であると認められる

ものを除く。）をした期間、配偶者同行休業をした

期間又は就業規則第１６条第１項の規定による休

職期間（同条第２項の規定により休職期間を通算す

る場合にあっては、通算された休職の期間）が３年

を超える場合は、３年を超える日以後の期間の月

数）を前３項の規定により計算した在職期間から除

算する。

５～７    （略）

（６３歳年度末日の翌日以後の退職者に係る特例) 

第８条の２ 

第８条の３  

（後 略）

京都大学教員の任期に関する規程 

（平成１０年達示第２３号） 

（前 略） 

第４条 この規程に基づき任期を定めて雇用された

教員（別表第３に掲げる教育研究組織の職に雇用さ

れる場合にあっては、大学が特に認めた計画による

ものに限る。）が、その任期の期間中において、国立

大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関す

る規程（平成１６年達示第８４号）第３条第１項若

しくは第３１条第１項の規定により育児休業若し

くは介護休業をする場合又は国立大学法人京都大

職の期間）が３年を超える場合は、３年を超える日

以後の期間の休職月等）、退職した者が属していた

教職員の区分が同一である休職月等がない休職月

等にあっては、当該休職月等を除く。）ごとに当該

各月に教職員の区分に応じて当該各号に定める額

（以下「調整月額」という。）のうちその額が最も多

いものから順次その順位を付し、その第１順位から

第６０順位までの調整月額（当該各月の月数が６０

月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合

計した額とする。

（1）～(11) 

２～５  

（勤続期間の計算）

第８条

２・３

４ 前３項の規定による在職期間のうち、休職月等が

１以上あったときは、その月数の２分の１（育児休

業等をした期間（当該育児休業等に係る子が１歳に

達した日の属する月までの期間に限る。）又は育児

短時間勤務をした期間については、３分の１）に相

当する月数（専従休職をした期間、自己啓発等休業

（教職員としての職務に特に有用であると認めら

れるものを除く。）をした期間、配偶者同行休業を

した期間又は就業規則第１６条第１項の規定によ

る休職期間（同条第２項の規定により休職期間を通

算する場合にあっては、通算された休職の期間）が

３年を超える場合は、３年を超える日以後の期間の

月数）を前３項の規定により計算した在職期間から

除算する。

５～７       （同 左）

（６３歳年度末日の翌日以後の退職者に係る特例) 

第８条の２

第８条の３ 

 附 則（令和４年達示第７７号） 抄

（施行期日）

１ この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

第４条 この規程に基づき任期を定めて雇用された

教員（別表第３に掲げる教育研究組織の職に雇用され

る場合にあっては、大学が特に認めた計画によるもの

に限る。）が、その任期の期間中において、国立大学法

人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程

（平成１６年達示第８４号）第３条第１項・第２項若

しくは第３１条第１項の規定により育児休業、出生時

育児休業若しくは介護休業をする場合又は国立大学

（略） 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（別 添） 

（同 左） 
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学教職員の配偶者同行休業に関する規程（平成２７

年達示第２４号）第３条第１項の規定により配偶者

同行休業をする場合は、当該部局の定めるところに

より、育児休業、介護休業又は配偶者同行休業をし

た日数の範囲において適当と認める日数を任期の

期間に算入しないことができる。この場合における

当該教員の任期の終期は、当該任期の終期の翌日を

起算日として、当該任期に算入しない日数と同一の

日数が経過する日とする。

（後 略）

法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程

（平成２７年達示第２４号）第３条第１項の規定によ

り配偶者同行休業をする場合は、当該部局の定めると

ころにより、育児休業、出生時育児休業、介護休業又

は配偶者同行休業をした日数の範囲において適当と

認める日数を任期の期間に算入しないことができる。

この場合における当該教員の任期の終期は、当該任期

の終期の翌日を起算日として、当該任期に算入しない

日数と同一の日数が経過する日とする。

 附 則（令和４年達示第７７号） 抄

（施行期日）

１ この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 
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国立大学法人京都大学教職員退職手当規程 

（平成１６年達示第８９号） 

第８条の２ ６３歳年度末日の翌日以後に退職し、又は解雇された教職員（教員就業特例規則第８条又は次条

の規定に該当するもの及び６３歳年度末日において年俸制教員給与規程の適用を受ける者を除く。）に対す

る次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規程中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第８条第４項 前３項の規定による在職期間のう

ち、休職月等が１以上あったとき

は、その月数の２分の１（育児休業

等をした期間（当該育児休業等に係

る子が１歳に達した日の属する月ま

での期間に限る。）又は育児短時間

勤務をした期間については、３分の

１）に相当する月数（専従休職をし

た期間、自己啓発等休業（教職員と

しての職務に特に有用であると認め

られるものを除く。）をした期間、

配偶者同行休業をした期間又は就業

規則第１６条第１項の規定による休

職期間（同条第２項の規定により休

職期間を通算する場合にあっては、

通算された休職の期間）が３年を超

える場合は、３年を超える日以後の

期間の月数）を前３項の規定により

計算した在職期間から除算する。 

次の各号に掲げる月数を前３項の規定により計算

した在職期間から除算する。 

(1) 前３項の規定による在職期間のうち、６３歳

年度末日以前の期間において休職月等が１以上

あったときは、その月数の２分の１（育児休業

等をした期間（当該育児休業等に係る子が１歳

に達した日の属する月までの期間に限る。）又

は育児短時間勤務をした期間については、３分

の１）に相当する月数（専従休職をした期間、

自己啓発等休業（教職員としての職務に特に有

用であると認められるものを除く。）をした期

間、配偶者同行休業をした期間又は就業規則第

１６条第１項の規定による休職期間（同条第２

項の規定により休職期間を通算する場合にあっ

ては、通算された休職の期間）が３年を超える

場合は、３年を超える日以後の期間の月数）

(2) 前３項の規定による在職期間のうち、６３歳

年度末日の翌日以後の期間において就業規則第

１５条第１項第２号若しくは第５号の規定によ

る休職（第５号の規定による休職にあっては、

総長が定めるものに限る。）又は就業規則第４

８条第３号の規定による停職により現実に職務

をとることを要しない期間のある月数（現実に

職務をとることを要する日のあった月を除

く。）が１以上あったときは、その月数の２分

の１

(3) ６３歳年度末日の翌日の属する月から退職

し、又は解雇された日の属する月までの月数

第８条の３ 役員等若しくは法人等に使用される者が６３歳年度末日の翌日以後に引き続き教職員となり、又

は国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号)第２条第１項に規定する職員が６３歳年度末日の翌

日以後に次条第１項若しくは第２項の規定に該当して引き続き教職員となった場合（当該法人等、国若しく

は同条第１項に規定する行政執行法人から役員退職手当規程による退職手当、これに相当する給与若しくは

この規程による退職手当に相当する給与の支給を受けている場合、６３歳年度末日において法人等に使用さ

れる者又は次条第１項に規定する国家公務員等として年俸制教員給与規程に相当する規程等の適用を受けて

いる場合及び次項の規定に該当する場合を除く。）におけるその者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適

（略）

（略）
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用については、これらの規程中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第８条第４項 前３項の規定による在職期間のう

ち、休職月等が１以上あったとき

は、その月数の２分の１（育児休業

等をした期間（当該育児休業等に係

る子が１歳に達した日の属する月ま

での期間に限る。）又は育児短時間

勤務をした期間については、３分の

１）に相当する月数（専従休職をし

た期間、自己啓発等休業（教職員と

しての職務に特に有用であると認め

られるものを除く。）をした期間、

配偶者同行休業をした期間又は就業

規則第１６条第１項の規定による休

職期間（同条第２項の規定により休

職期間を通算する場合にあっては、

通算された休職の期間）が３年を超

える場合は、３年を超える日以後の

期間の月数）を前３項の規定により

計算した在職期間から除算する。 

次の各号に掲げる月数を前３項の規定により計算

した在職期間から除算する。 

(1) 前３項の規定による在職期間のうち、教職員

となった日前の期間において休職月等が１以上

あったときは、その月数の２分の１（育児休業

等をした期間（当該育児休業等に係る子が１歳

に達した日の属する月までの期間に限る。）又

は育児短時間勤務をした期間については、３分

の１）に相当する月数（専従休職をした期間、

自己啓発等休業（教職員としての職務に特に有

用であると認められるものを除く。）をした期

間、配偶者同行休業をした期間又は就業規則第

１６条第１項の規定による休職期間（同条第２

項の規定により休職期間を通算する場合にあっ

ては、通算された休職の期間）が３年を超える

場合は、３年を超える日以後の期間の月数）

(2) 前３項の規定による在職期間のうち、教職員

となった日以後の期間において就業規則第１５

条第１項第２号若しくは第５号の規定による休

職（第５号の規定による休職にあっては、総長

が定めるものに限る。）又は就業規則第４８条

第３号の規定による停職により現実に職務をと

ることを要しない期間のある月数（現実に職務

をとることを要する日のあった月を除く。）が

１以上あったときは、その月数の２分の１

(3) 教職員となった日の属する月から退職し、又

は解雇された日の属する月までの月数

２ 法人等に使用される者（その者の職に係る平成１６年３月３１日における定年年齢が満６３歳である法人

等に使用されるものに限る。）が６３歳年度末日の翌日以後に引き続き教職員となり、又は国家公務員退職

手当法第２条第１項に規定する職員が６３歳年度末日以後に定年により退職し、その翌日に次条第１項若し

くは第２項の規定に該当して引き続き教職員となった場合（当該法人等、国又は同条第１項に規定する行政

執行法人からこの規程による退職手当に相当する給与の支給を受けている場合及び６３歳年度末日において

法人等に使用される者又は次条第１項に規定する国家公務員等として年俸制教員給与規程に相当する規程等

の適用を受けている場合を除く。）におけるその者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、

これらの規程中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第８条第４項 前３項の規定による在職期間のう

ち、休職月等が１以上あったとき

次の各号に掲げる月数を前３項の規定により計算

した在職期間から除算する。 

（略）

（略）

（略）
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は、その月数の２分の１（育児休業

等をした期間（当該育児休業等に係

る子が１歳に達した日の属する月ま

での期間に限る。）又は育児短時間

勤務をした期間については、３分の

１）に相当する月数（専従休職をし

た期間、自己啓発等休業（教職員と

しての職務に特に有用であると認め

られるものを除く。）をした期間、

配偶者同行休業をした期間又は就業

規則第１６条第１項の規定による休

職期間（同条第２項の規定により休

職期間を通算する場合にあっては、

通算された休職の期間）が３年を超

える場合は、３年を超える日以後の

期間の月数）を前３項の規定により

計算した在職期間から除算する。 

(1) 前３項の規定による在職期間のうち、６３歳

年度末日等以前の期間において休職月等が１以

上あったときは、その月数の２分の１（育児休

業等をした期間（当該育児休業等に係る子が１

歳に達した日の属する月までの期間に限る。）

又は育児短時間勤務をした期間については、３

分の１）に相当する月数（専従休職をした期

間、自己啓発等休業（教職員としての職務に特

に有用であると認められるものを除く。）をし

た期間、配偶者同行休業をした期間又は就業規

則第１６条第１項の規定による休職期間（同条

第２項の規定により休職期間を通算する場合に

あっては、通算された休職の期間）が３年を超

える場合は、３年を超える日以後の期間の月

数）

(2) 前３項の規定による在職期間のうち、６３歳

年度末日等の翌日以後の期間において就業規則

第１５条第１項第２号若しくは第５号の規定に

よる休職（第５号の規定による休職にあって

は、総長が定めるものに限る。）又は就業規則

第４８条第３号の規定による停職により現実に

職務をとることを要しない期間のある月数（現

実に職務をとることを要する日のあった月を除

く。）が１以上あったときは、その月数の２分

の１

(3) ６３歳年度末日等の翌日の属する月から退職

し、又は解雇された日の属する月までの月数

（略）


